
大府市　産業立地の奨励措置の流れ

概要をお知らせください。 ● チェックリスト

《提出書類》 ●は指定様式あり 《提出書類》 ●は指定様式あり
● 奨励措置（工場等立地促進奨励金）指定申請書 ● 奨励措置（高度先端産業立地促進奨励金）指定申請書
（第１号様式） （第２号様式）

● 事業計画概要書 ● 事業計画概要書
● 企業概要 ● 企業概要
○ 登記事項証明書（法人）又は住民票の写し ○ 登記事項証明書（法人）又は住民票の写し
○ 定款又はこれに準ずるもの ○ 定款又はこれに準ずるもの
○ 図面 ○ 図面
① 位置図（1/2,500程度） ① 位置図（1/2,500程度）
② 公図 ② 公図
③ 建築計画図（配置図、各階平面図、立面図等） ③ 建築計画図（配置図、各階平面図、立面図等）

○ 登記事項証明書（土地） ○ 登記事項証明書（土地）
○ ○

○ ○

① ①

② ②

● 同意書様式 ● 同意書様式
● 市税等の公募の閲覧に関する同意書 ● 市税等の公募の閲覧に関する同意書
● 公害防止協定書 ○ 高度かつ先端的な技術性を説明する資料
● 公害防止協定計画書 ○ 固定資産取得費用を証する書類

● 公害防止協定書・計画書（案）

● 工事完了届（第７号様式） ● 奨励措置指定可否決定通知書
（第3号様式）

● 操業開始届（第８号様式）

● 奨励金交付申請書（第４号様式） ● 奨励金交付決定通知書
（第５号様式）

《提出時期》
□ 工場等立地促進奨励金⇒課税初年度の翌年度から３年間
□ 高度先端産業立地促進奨励金⇒課税初年度の翌年度から１年間もしくは２年間
□ 工場等緑化促進奨励金⇒操業日の属する年度又はその翌年度
□ 透水性舗装等促進奨励金⇒操業日の属する年度又はその翌年度
□

□

● 奨励金交付請求書（第６号様式）
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その他様式
● 指定申請書記載事項変更届（第９号様式） ● 指定承継承認通知書（第１２号様式）
● 操業休止（廃止）届（第１０号様式） ● 奨励措置指定取消通知書（第１３号様式）
● 指定承継申請書（第１１号様式） ● 奨励金交付停止通知書（第１４号様式）

● 奨励金返還命令書（第１５号様式）

ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金⇒工場等立地促進奨励金の交付が完了した年度（交付開始から
５年目）の翌年度から２年間、もしくは高度先端産業立地促進奨励金の交付が完了した年度（交付開始から１
年目もしくは２年目）の翌年度から２年間

★工事着手の30日前までに下記書類を提出してく
ださい。

★工事着手の６０日前までに下記書類を提出して
ください。

賃貸借契約書（新たな土地の取得が賃貸
借契約の場合）
周辺地域の生活環境に適正な配慮をして
いることを証する書類
周辺地域の住民に対する説明会の議
事録

雇用促進奨励金⇒雇用基準日（操業を開始した日から起算して１年を経過した日）の属する年度の翌年度又
はその翌々年度から２年間
※新規常用雇用従業員（操業の６か月前から雇用基準日の前日までに雇用された従業員が対象）を２年以上
継続して雇用した場合は２年間の交付

賃貸借契約書（新たな土地の取得が賃貸
借契約の場合）
周辺地域の生活環境に適正な配慮をして
いることを証する書類
周辺地域の住民に対する説明会の議
事録
工事等の敷地に接する敷地の土地所
有者及び居住者からの同意書

工事等の敷地に接する敷地の土地所
有者及び居住者からの同意書

工場等の立地を計画したら

工場等の工事を着手する前に【奨励措置の指定申請】

『工場等立地促進奨励金』の場合 『高度先端産業立地促進奨励金』の場合

工場等の工事が完了したら【工事完了届の提出】

申 請 者 市

大府市産業立地審査会の開催

【指定の可否の審査】

指定可否決定通知書の送付

工場等の操業を開始したら【操業開始届の提出】

交付年度がきたら【奨励金交付申請書の提出】 交付決定通知書の送付

交付決定通知書を受けたら【請求書の提出】

奨励金の交付


